
資料４ 

町内会への防犯カメラ設置補助制度ついて 

１ これまでの実績 

   

 

 

 

２ 補助制度の改正内容 

 ⑴ 防犯カメラ１台あたりの補助限度額を１６万円から１８万円に増額 

 ⑵ 防犯カメラの累計補助台数を４台から８台に増加 

 ⑶ 防犯カメラの撤去・再設置費用について、新たに補助を実施 

   ※街路灯や電柱の管理者等からの要請によるものに限る 

３ 広報啓発活動の強化 

 ⑴ 町内会への広報物の配布（参考資料） 

 ⑵ 職員訪問などにより、積極的に地域へ説明 

４ 補助制度の申請期間 

  令和３年４月１２日（月）から１１月１２日（金）まで 

  

 平成 30 年度 令和１年度 令和２年度 

町 内 会 ２８ ４８ ６９ 

補 助 台 数 ６９ １２９ １８０ 


